
地方自治法施行令第 167条の２第 1項第 3号該当契約（政策目的随意契約）の事後公表 

番号 
契約の名称 

（業務名・品名） 
契約期間 契約の相手方 契約年月日 契約額 契約の相手方とした理由 

１ 
五泉駅前・南口自転車

駐車場管理業務委託 

令和 2年 4月 1日から 

令和 3年 3月 31日ま 

で 

公益社団法人 五泉

市シルバー人材セン

ター 

五泉市太田 1092 番地

1 

令和 2年 4月 1日 521,000円 

見積書の額が五泉市契約事務規則

第 41 条の規定に基づき設定された

予定価格の制限の範囲内で、かつ最

低価格であったため。 

２ 
小河川ごみ処理業務

委託 

令和 2年 4月 1日から 

令和 3年 3月 31日ま 

で 

公益社団法人 五泉

市シルバー人材セン

ター 

五泉市太田 1092 番地

1 

令和 2年 4月 1日 
1回あたり 

910円 

見積書の額が五泉市契約事務規則

第 41 条の規定に基づき設定された

予定価格の制限の範囲内で、かつ最

低価格であったため。 

３ 
巡回作業衛生員助手

業務委託 

令和 2年 4月 1日から 

令和 3年 3月 31日ま 

で 

公益社団法人 新潟

県シルバー人材セン

ター連合会 

新潟市中央区上所 2

丁目 2番 2号 

（実施事務所 五泉

市事務所） 

令和 2年 4月 1日 

1時間あたり

1,176円（税抜） 

交通費日額 

240円（税抜） 

見積書の額が五泉市契約事務規則

第 41 条の規定に基づき設定された

予定価格の制限の範囲内で、かつ最

低価格であったため。 

４ 環境美化委託 

令和 2年 4月 1日から 

令和 2年 10月 31日ま 

で 

新潟県中東福祉事務

組合ふなおか更生園 

五泉市尻上 118番地 

令和 2年 4月 1日 70,000円 

見積書の額が五泉市契約事務規則

第 41 条の規定に基づき設定された

予定価格の制限の範囲内で、かつ最

低価格であったため。 

 


